
◆◆◆ 保険証オンライン資格確認について ◆◆◆ 

4 月 1 日より、よしたに眼科 でも 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。 

※ なお、これまでの健康保険証でも従来通り受診可能です。 

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要

です。 

マイナンバーカードの健康保険証利用事前登録はこちら。 

(マイナポータル：健康保険証利用申請・確認ページへ飛びます。) 

 

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html


 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する詳しい内容、便利な使い方、Q&A はこちら

から。 

↓ ↓ ↓ 

厚生労働省：マイナンバーカードの健康保険証利用について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

